
事 務 連 絡 

令和４年８月２４日 

 

 

 

関係団体 御中 

 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

 

検査料の点数の取扱いについて 

 

 

 

標記について、別添のとおり地方厚生（支）局医療課長、都道府県民生主管部（局）国

民健康保険主管課（部）長及び都道府県後期高齢者医療主管部（局）後期高齢者医療主管

課（部）長あて通知しましたのでお知らせいたします。 

 

 



保医発０８２４第４号 

令和４年８月２４日 

 

地方厚生（支）局医療課長 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部）長     殿 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

 後期高齢者医療主管課（部）長 

 

厚生労働省保険局医療課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

厚生労働省保険局歯科医療管理官 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

検査料の点数の取扱いについて 

 

 

標記について、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」

（令和４年３月４日付け保医発 0304第１号）を下記のとおり改正し、令和４年８月 24日

から適用するので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いい

たします。 

 

 

記 

 

１ 別添１第２章第３部第１節第１款Ｄ００６－18(２)中「転移性若しくは再発乳癌患者」

を「転移性、再発若しくはＨＥＲ２陰性の術後薬物療法の適応となる乳癌患者」に改める。 

 

２ 別添１第２章第３部第１節第１款Ｄ００６－18(３)中「「遺伝性乳癌卵巣癌症候群（Ｈ

ＢＯＣ）診療の手引き２０１７年版」」を「「遺伝性乳癌卵巣癌症候群（ＨＢＯＣ）診療の

手引き２０２１年版」」に改める。 



（参考：新旧対照表） 

 

◎「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」（令和４年３月４日付け保医発 0304第１号） 

改 正 後 現 行 

別添１ 

医科診療報酬点数表に関する事項 

 

第１章 (略) 

第２章 特掲診療料 

第１部・第２部 (略) 

第３部 検査 

第１節 検体検査料 

第１款 検体検査実施料 

Ｄ０００～Ｄ００６－１７ (略) 

Ｄ００６－18 ＢＲＣＡ１／２遺伝子検査 

(１) (略) 

(２) 「２」血液を検体とするものについては、転移性、

再発若しくはＨＥＲ２陰性の術後薬物療法の適応と

なる乳癌患者、初発の進行卵巣癌患者、治癒切除不

能な膵癌患者、転移性去勢抵抗性前立腺癌患者又は

遺伝性乳癌卵巣癌症候群が疑われる乳癌若しくは卵

巣癌患者の血液を検体とし、ＰＣＲ法等により、抗

悪性腫瘍剤による治療法の選択又は遺伝性乳癌卵巣

癌症候群の診断を目的として、ＢＲＣＡ１遺伝子及

びＢＲＣＡ２遺伝子の変異の評価を行った場合に限

り算定する。 

(３) 「２」血液を検体とするものについて、遺伝性乳

癌卵巣癌症候群の診断を目的として当該検査を実施

するに当たっては、厚生労働省がん対策推進総合研

別添１ 

医科診療報酬点数表に関する事項 

 

第１章 (略) 

第２章 特掲診療料 

第１部・第２部 (略) 

第３部 検査 

第１節 検体検査料 

第１款 検体検査実施料 

Ｄ０００～Ｄ００６－１７ (略) 

Ｄ００６－18 ＢＲＣＡ１／２遺伝子検査 

(１) (略) 

(２) 「２」血液を検体とするものについては、転移性

若しくは再発乳癌患者、初発の進行卵巣癌患者、治

癒切除不能な膵癌患者、転移性去勢抵抗性前立腺癌

患者又は遺伝性乳癌卵巣癌症候群が疑われる乳癌若

しくは卵巣癌患者の血液を検体とし、ＰＣＲ法等に

より、抗悪性腫瘍剤による治療法の選択又は遺伝性

乳癌卵巣癌症候群の診断を目的として、ＢＲＣＡ１

遺伝子及びＢＲＣＡ２遺伝子の変異の評価を行った

場合に限り算定する。 

(３) 「２」血液を検体とするものについて、遺伝性乳

癌卵巣癌症候群の診断を目的として当該検査を実施

するに当たっては、厚生労働省がん対策推進総合研

究事業研究班作成の「遺伝性乳癌卵巣癌症候群（Ｈ



究事業研究班作成の「遺伝性乳癌卵巣癌症候群（Ｈ

ＢＯＣ）診療の手引き２０２１年版」を参照するこ

と。なお、その医療上の必要性について診療報酬明

細書の摘要欄に記載すること。 

ＢＯＣ）診療の手引き２０１７年版」を参照するこ

と。なお、その医療上の必要性について診療報酬明

細書の摘要欄に記載すること。 
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